
中期的な財政運営に関する検討会 (第 1回 )

議事次第

日時 :平成 22年 1月 25日 (月 )17:00～ 18:30

場所 :中央合同庁舎 4号館共用第 4特別会議室

1.開会

2.有識者からのヒア リング

田中 秀明 (―橋大学経済研究所准教授 )

3.意見交換

4.閉会
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【参考】
これまでの検討会等における中期財政フレーム ロ財政運営戦略への
言及

「予算編成のあり方に関する検討会J論点整理 (平成21年 10月 19日 )抜粋

第1の柱 複数年度を視野に入れた、 トップダウン型の予算編成
23年度予算以降から実施
① 平成 23～ 25年度の3年間の歳入見込み及び、各分野の歳出の骨格と歳出削

減策を含む、中期財政フレームを策定する。
② 各年度の予算要求・予算編成は中期財政フレームと各年の歳入見積もりを

基本として行うこととし、実質的な複数年度予算編成を実現する。
③ 中期財政フレームは、国の財政活動を包括的にとらえるものとする。また、

国と地方の財政関係についても、このフレームの中で整合的に、財政規律
の強化・安定化を図る。

④ この前提として、中長期的な財政規律のあり方を含めた、「財政運営戦略」
を併せて策定し、責任ある財政運営を行う。

『財政に対する市場の信認確保に関する検討会」論点整理 (平成21年 12月 2日 )

抜粋

則 3 慎重な経済見通 しに基づく中長期的な財政健全化計画の

市場からみると、「際限ない財政赤字拡大・公的債務残高の累増に対する不
安」が最大の リスクであり、単年度だけではなく、中長期的な歳出入のバラン
スがどうなつてい くのかについて関心を持つていることから、政府の中長期的
な財政健全化に対するコミッ トメン トが必要。その際、慎重 (プルーデン ト)

な経済見通 しを前提に した歳出・歳入の見積もり、市場からみてわか りやすい

歳出・歳入一体での財政健全化目標の設定、目標達成の実効性の確保、経済シ
ョック等への短期的な柔軟性の確保等が必要。

クション3「 財政運営戦略」の策

平成 23年度予算以降、慎重な経済見通 しに基づく中長期的な財政規律のあ
り方を含めた「財政運営戦略」を策定する。その策定にあたっては、経済環境
を考慮 し、時間軸に沿つて、目標のあり方、財政の質的変化等を含めた財政健
全化のための ロー ドマップを検討する。その際は、財政収支や公的債務残高の

対名目GDP比 率等の指標に着目するとともに、米国の「ペイアズューゴー」
(※注 3)や、英国の「ゴールデン・ルール」 (※ 注 4)、 「サステナ ビリティ・

ルール」 (※注 5)、 EU諸国の財政安定化ギャップ (※注 6)等、諸外国の取 り

組みも参考にする。



アクシヨン4.「中期財政フレーム」の

上記の「財政運営戦略」を前提として、平成 23～ 25年度の 3年間の歳入見
込み及び、各分野の歳出の骨格 と歳出肖1減 を含む、「中期財政フレーム」を策

定 し、実質的な複数年度予算編成を実現する。国と地方の財政関係についても、
このフレームの中で整合的に、財政規律の強化・安定化を図る。

匿≡∃ ペイアズユーゴーは、新規施策や制度変更により義務的経費 (医療給付、年金等 )

を増加させたり減税を行う場合、同一年度内にその歳出増や歳入減に見合つた義

務的経費の肖1減又は増税を行わなければならないとする制度。なお、十分な削減

又は増税が行われない場合、義務的経費に対する一律肖1減が行われる。

区≡∃ ゴールデン・ルールは、景気循環を通じて、公的部門の借入を投資目的に限定し、

投資的支出 (例 :公共事業費、出資金等)以外の経常的支出 (例 :社会保障費、

利払費、人件費等)は税収等の経常的収入により賄うとする財政ルール。

歴互コ サステナビリティ・ルールは、景気循環を通 じて、公的部門のネットの債務残高

対GDP比を安定的な水準 (40%以下)で推移させるとする財政ルール。

EU諸国の財政安定化ギャップ(Sustainability Cap indicator)は 、財政の持続

可能性を評価するために試算された、①マース トリヒト条約の経済収傲基準のス

トック面の基準である債務残高対GDP比 60%を 2050年 に達成するために現時

点で必要とされる収支改善幅と、②将来にわたり債務残高対GDP比 を現時点の

水準で安定的に維持するために現時点で必要とされる収支改善幅の2つの指標。

「予算編成の基本方針」 (平成21年 12月 15日閣議決定)抜粋
5_予算編成過程を刷新する

(3)予算編成改革

新政権は、予算編成・執行プロセス自体を改革し、中長期的な予算の効
率化・財政健全化の枠組みを作る。このため、「予算編成等の在り方の改
革について」 (平成 21年 10月 23日閣議決定)等に基づく改革の実現に向
けて取組を進める。とりわけ、政策評価や、施策の効果の客観的な検証を
予算編成に的確に反映させるために、国家戦略室が指針を示す。

また、来年前半には複数年度を視野に入れた中期財政フレームを作ると
ともに、中長期的な財政規律の在り方を含む「財政運営戦略」を策定し、
財政健全JLへの道筋奎示す。その際、諸外国の取組も参考としながら、①
構造的生壁政赤字の当J減につなげる、②中長期的には公的債務残高の対GDP

比を安定的に縮減させていく、ことを念頭に置いて検討を進める。



中期財政フレーム
―諸外国の経験と日本の課題 ―

総額のコントロール

戦略的な資源配分

政府サービスの効率的な供給



1.財政戦略 (〓 中長期的な財政健全化目標・財政ル
ール)に基づき、毎年の予算編成をコントロールする

ための枠組み (〓 3～4年の支出収入の見積り)。

2.トップダウンの予算編成 (総額のコントロール・戦略

的な資源配分)とボトムアップの予算編成 (省庁別の

枠を保障・予算の効率化)を調和させ、予算編成その

ものを合理化させる(インセンティプの見直し)。

3.多くの国で導入されているが、成功している国は少
ない。中期財政フレームを機能させるためには、内閣
による集権化や透明性などの前提条件が必要。





スウェーデン

オランダ

イギリス

フランス

オーストラリア

ドイッ

アメリカ

日本 (改革と展望)

3年 中央政府 (年金

等含む)

4年  中央政府 (医療

等含む)

3年 公的部門

3年  中央政府

4年 連邦政府

4年 連邦政府

5年  連邦政府

5年  国・地方

3年間の支出総額を議決(改定
しない)、 27分野の内訳は可変

4年間の支出総額・主要分野を

固定 (連立政権合意 )

3年間の省庁裁量支出を固定
(実質的な2ヶ年予算 )

3年間の支出総額を固定
(2年毎に改定)

将来支出をベースラインとして

固定 (可変だが強い拘束力)

将来の支出は目安程度 (マース

トリヒト条約による制約)

将来支出は予算編成の出発点

単なる見積もり(拘束しない)

なぜ乖離したか?







予算獲得・増額から執行効率化・事後評価ヘ

1ロ マニフェストを実現するための戦略計画

2.300ヨ戦田番目1票と涸1ラ超キ旨標(2007PSAs)

3.大臣と内閣の約束→国民への約束

4.資源配分の優先順位をつける

5.進捗状況を評価口分析しながら実施



1由 予算編成の「ゲームのルール」
→シーリング廃止もあり、査定大臣ではなく要求大臣

2.政府 (内閣)の意思決定システム
→予算閣僚委員会は「制度化」されなかつた

3日 予算編成・政策形成過程
→事業仕分け、概算要求書の公開等の評価すべき点

はあるが、子供手当等の政策については透明性が
高まったとは言えない




